
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

■
健
康
課
国
保
係
☎
(67）
５
１
７
２

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」を
提
示
す
る

と
、
病
院
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」を
提
示
す
る
と
、

入
院
時
の
食
事
代
な
ど
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

　

下
記
の
対
象
者
で
交
付
を
希
望
さ
れ

る
場
合
に
は
、
健
康
課
国
保
係
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
で
現
在
交
付

を
受
け
て
い
る
人
も
７
月
31
日
で
有
効

期
限
満
了
と
な
り
ま
す
の
で
、
引
き
続

き
交
付
を
受
け
る
た
め
に
は
更
新
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

　

・
保
険
証

　

・
本
人
確
認
書
類

≪対象者≫ 国民健康保険で国民健康保険で
70歳未満の人70歳未満の人　

国民健康保険で国民健康保険で
70～74歳の人70～74歳の人

後期高齢者医療の人後期高齢者医療の人
75歳以上の人75歳以上の人（早期加入の人を含む）（早期加入の人を含む）

限度額適用認定証 住民税課税世帯の人 現役並み所得Ⅰ・Ⅱの人　※２

限度額適用・標準
負担額減額認定証

国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の人 住民税非課税世帯の人

※１　70歳未満の人は国保税を完納している世帯の人※１　70歳未満の人は国保税を完納している世帯の人
※ ２　 現役並み所得Ⅰは課税所得145万円以上380万円未満、現役並み所得Ⅱ※ ２　 現役並み所得Ⅰは課税所得145万円以上380万円未満、現役並み所得Ⅱ

は課税所得380万円以上690万円未満の人は課税所得380万円以上690万円未満の人

手続きは
にこにこ甘楽へ

  

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

  

減
額
認
定
証
の
申
請

※１※１

有 効 期 限

交付年月日

被保険者番号

住　　所

資格取得年月日

発 効 期 日

一 部 負 担 金
の 割 合

保 険 者 番 号
並 び に 保 険
者 の 名 称 及
び 印

群馬県後期高齢者医療広域連合
前橋市大渡町一丁目 1 0 番地 7
電話番号　（ 0 2 7）2 5 6 7 1 7 1

氏　　名

生年月日
者

険

保

被

後 期 高 齢 者 医 療 被 保 険 者 証

見本

見本

後期高齢者医療被保険者証

●保険証の色：「茶色」
●対象者：75歳以上の人と、
65歳以上で一定の障害の
ある人
●有効期間：令和３年８月
１日～令和４年７月31日

国民健康保険高齢受給者証

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
と
国

民
健
康
保
険（
国
保
）高
齢
受
給
者
証
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
で
す
。
引
き

続
き
対
象
と
な
る
人
に
は
、
新
し
い
も

の
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、

８
月
以
降
は
そ
ち
ら
を
お
使
い
く
だ
さ

い
。
な
お
、
今
お
持
ち
の
保
険
証
は
ご

自
身
で
破
棄
す
る
か
、
役
場
ま
た
は
、

に
こ
に
こ
甘
楽
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

  

医
療
費
が
高
額
に
な
る

と
き
は

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す

見本

見本

●受給者証の色：「白色」
●対象者：国保に加入している70歳から74歳までの人
●使い方：保険医療機関などで受診するときは、「国民健康保険
被保険者証」と負担割合が載っている「国民健康保険高齢受給
者証」を一緒に提示してください。
●有効期間：令和３年８月１日～令和４年７月31日（ただし、
この期間に75歳を迎える人の期限は誕生日の前日です。）

町政の動き
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現
在
交
付
を
受
け
て
い
る
人

　

令
和
２
年
分
の
所
得
状
況
を
、
町
で

確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
所
得
税
が

非
課
税
の
人
は
引
き
続
き
受
給
資
格
者

証
を
交
付
し
ま
す
の
で
、
改
め
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
所
得
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
人
は
交
付
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
２
年
分
所
得
を
申
告
し

て
い
な
い
人
は
、
交
付
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。
申
告
の
済
ん
で
い
な
い
人
は
、

至
急
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

現
在
交
付
を
受
け
て
い
な
い
人

18
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
の
い
る
母

子
・
父
子
家
庭
、
父
母
の
い
な
い
18
歳

未
満
の
児
童
に
該
当
す
る
人
で
交
付
を

受
け
て
い
な
い
人
は
、
健
康
課
国
保
係

で
交
付
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
２
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税
の
場

合
は
、受
給
資
格
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

現
在
交
付
を
受
け
て
い
る
人

　

新
し
い
受
給
資
格
者
証
を
交
付
し
ま

す
の
で
、
改
め
て
通
知
し
ま
す
。

現
在
交
付
を
受
け
て
い
な
い
人

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
、２
級
・
療
育

手
帳
判
定
Ａ
・
障
害
者
年
金
１
級
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
１
級
に
該
当
し
て
い

て
交
付
を
受
け
て
い
な
い
人
は
、
健
康

課
国
保
係
で
交
付
申
請
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
保
険
証

　

・
本
人
確
認
書
類

　

※
高
齢
重
度
心
身
障
害
者
は
、
障
害

の
程
度
が
分
か
る
書
類（
手
帳
な

ど
）も
ご
提
出
く
だ
さ
い
。　

福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
の
更
新
が
必
要
で
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
健
康
課
国
保
係
☎
(67）
５
１
７
２

見本

   

母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
受
給

  

資
格
者
証
を
お
持
ち
の
人
へ

   

高
齢
重
度
心
身
障
害
者
の
受
給

  

資
格
者
証
を
お
持
ち
の
人
へ

結
核
肺
が
ん

大
腸
が
ん

胃
バ
リ
ウ
ム

前
立
腺
が
ん

肝
炎
検
査

国
保
特
定
健
診

後
期
高
齢
者
健
診

に
こ
に
こ
健
診実施日 会　場 受付時間 対象地区

８月１日（日） にこにこ甘楽   8：30～
10：00 全地区 ー ― ― ● ― ― ―

８月11日（水）

甘楽町文化会館

  7：30
    ～
10：00

１区・２区・５区 ● ● ● ● ● ● ●
８月12日（木） ３区・６区・７区 ● ● ● ● ● ● ●
８月19日（木） ４区・15区・18区・20-2区 ● ● ● ● ● ● ●
８月20日（金） 19区・21区・28区 ● ● ● ● ● ● ●
８月22日（日） 秋畑地区・新屋地区 ● ● ● ● ● ● ●
８月23日（月）秋畑地域交流センター ９区・10区・11区・12区 ● ● ● ● ● ● ●
８月24日（火）

甘楽町文化会館
22区・26区 ● ● ● ● ● ● ●

８月29日（日） 福島地区・小幡地区 ● ● ● ● ● ● ●
９月３日（金） 23区・24区・25区・27区 ● ● ● ● ● ● ●
９月６日（月） ら・ら・かんら 17区・20-1区 ● ● ● ● ● ● ●
11月９日（火）

甘楽町文化会館
  8：30
    ～
10：00

小幡地区・福島地区 ● ● ● ● ● ● ●
11月10日（水） 新屋地区・秋畑地区 ● ● ● ● ● ● ●
※ マスクをしてお出かけください。また、ご家族にも発熱や風邪症状のある人が
いる場合は受診しないでください。 ■ 問い合わせ　健康課保健係☎67-5159

●のついている検診を実施します

８月から下記のとおり集団検診を実施します。詳しい内容や申し込みは
保健係へお問い合わせください。

令和３年度　がん検診など集団検診のご案内

　

現
在
お
持
ち
の
受
給
資
格
者
証
が
７
月
31
日
で
有
効
期
限

満
了
と
な
り
ま
す
の
で
、
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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